
公文書等の管理の在り方検討会議設置要綱 

平成２２年７月 １日 総務部長決裁  

平成２４年３月 １日 一 部 改 正  

平成２６年３月２７日 一 部 改 正  

平成２８年３月２３日 一 部 改 正 

平成３０年４月 １日 一 部 改 正 

平成３１年３月２９日 一 部 改 正 

平成３１年４月２３日 一 部 改 正 

令和 ３年４月 １日 一 部 改 正 

令和 ８年３月１９日 一 部 改 正 

 （設置及び目的） 

第１条 現在の文書管理ルールの見直しを行い、新たな文書管理の在り方につ

いて検討するため、公文書等の管理の在り方検討会議(以下「検討会議」とい

う。)を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 検討会議の所掌事務は､次のとおりとする。 

一 文書管理の現状分析に関すること 

二 現在の文書管理ルールの見直しに関すること 

三 その他必要な事項 

 （組織） 

第３条 検討会議は別表に掲げる者で組織する。 

 （議長） 

第４条 検討会議の議長は総務部人財政策局長をもって充てる。 

２ 検討会議の副議長は総務部文書課長をもって充て、議長に事故あるとき 

又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 検討会議の会議は、必要に応じ議長が招集し、主催するものとする。 

 （ワーキンググループ） 

第６条 検討会議には必要に応じて、ワーキンググループを設置することがで

きる。 

 （意見等の聴取） 

第７条 議長は、第２条の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

検討会議以外の関連各課の出席、資料の提出その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

 （会議の公開） 

第８条 会議は、原則として公開とする。ただし、出席者の三分の二以上の多

数で議決したときは、非公開とすることができる。 

 （庶務） 

第９条 検討会議の庶務は、総務部文書課において処理する。 



 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、

別に定める。 
 

   附 則 

この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年３月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年３月２７日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年３月２３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３１年４月２３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和８年３月１９日から施行する。 
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